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低入札価格取扱実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、低入札価格取扱要綱（以下「要綱」という。）に基づく調査基準

価格の算定及び調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置について

定めるものとする。 

 

（調査基準価格の算定） 

第２条 要綱第２条に規定する調査基準価格は、次に掲げる方法により算定した額とす

る。 

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が

予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に１

０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に

満たない場合にあっては予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額とする。 

ア 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

ウ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

エ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、前号の算定方法にかか

わらず１０分の７から１０分の９までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて

得た額とする。 

 

（調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置） 

第３条 入札執行者は、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、当該入

札に参加した全ての入札者に対して「落札の決定を保留し、地方自治法施行令第１６

７条の１０第１項の規定により、落札者は後日決定する。」旨を告げて入札を終了す

る。 

２ 要綱第３条の規定により入札執行者が行う調査は、最低価格入札者に対し次に掲げ

る事項について資料の提出を求め、事情を徴取し、当該契約に係る積算担当者及び関

係機関への照会等適切な方法により行うものとする。 

(1) 積算金額の内訳及び入札価格決定の理由 

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況 

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

(4) 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） 

(5) 手持資材の状況 

(6) 資材購入先及び購入先との入札者の関係 
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(7) 手持機械数の状況 

(8) 労務者の具体的供給見通し 

(9) 過去２年間に施工した公共工事名及び発注者名 

(10) 経営内容 

(11) 経営状況（取引金融機関、保証協会等への照会） 

(12) 信用状態（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延状

況） 

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が必要と認める事項 

 

附 則 

この要領は、平成１１年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

 


